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Ⅰ 特定健康診査等実施計画の策定について
1．背景

我が国は、急速な少子高齢化・経済の低成長への移行・国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面しており、

国民皆保険制度を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、高齢期の生活習慣病に係る医療

費への対応が急務となっている。国はこのような状況に対応するため、被保険者の健康を確保しつつ医療費の適正化に

もつながる生活習慣病予防に重点を置き、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた健康診査及び保健指導の実

施と計画策定を平成20年4月から医療保険者に対し取り組むよう求めた。千代田区国民健康保険では平成20年度より

計画を開始し（第一期：平成20～24年度）、このたび第ニ期（平成25～29年度）計画期間が平成29年度で終了す

ることとなるため、保険者として平成30年度～平成35年度の6か年（第三期）を計画期間とする特定健康診査等実施

計画の改定を行う。

2．目的及び計画の性格

本区の特定健診及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項及び実施並びにその成果に係る目標に関する基本

的事項等について定めるものである。‘生活習慣病の予防と４０～７４歳の被保険者の健康確保’と‘医療費の適正化’

に取り組んで行くことを目的とする。

３．計画の位置づけ

法に基づき、千代田区国民健康保険が策定する計画であり、都道府県医療費適正化計画と市区町村健康増進計画（第

二次健康千代田２１）及びデータヘルス計画で用いた評価指標を活用する等、それぞれの計画との整合性を図るものと

する。千代田区内での本計画の位置づけは、「ちよだみらいプロジェクト‐千代田区第3次基本計画2015-（平27-

36年度）」内の分野別計画のひとつである。また、本計画は、同年改定する「データヘルス計画（第二期：平成30-

35年度）」と連動した計画となっている。

４．根拠法令 【関連図】

高齢者の医療の確保に関する法律第19条

第三期特定健康診査等実施計画 （素案）概要版

ちよだみらいプロジェクト

第二次健康千代田２１※１

第二期データヘルス計画※２ 第三期特定健康診査等計画※３

【根拠法令等】

※１ 健康増進法 ⇒ 健康日本２１ ⇒ 東京都健康推進プラン２１ ⇒ 第二次健康千代田２１

※２ 日本再興戦略 ⇒ 健康・医療戦略 ⇒ 第二期データヘルス計画

※３ 高齢者の医療の確保に関する法律 ⇒ 第三期特定健康診査等実施計画

東京都医療費適正化計画



Ⅱ　第二期特定健康診査等実施計画振り返り

目標値 実績値 目標値 実績値

※アウトプット（最終年度のみ）とアウトカムは厚生労働省が設定した値である

①実施場所：千代田区内の指定医療機関

〇特定保健指導実施率が目標値に達していない

　　　　・特に40～50歳代の健診受診率が低い 　　　　　・保健指導を受けられる医療機関が少ない

　　　　　（40～50歳代の平均健診受診率：32％前後） 　　　　　・土日に保健指導を実施している医療機関が少ない

特
定
健
康
診
査

健康状況の把
握、疾病の予
防と早期発見

特
定
保
健
指
導

 メタボリックシ
ンドロームの減
少及び改善

メタボリックシンドロームを始めとし
た生活習慣病等疾病の早期発見を行う
ための健康診査

平成25年度：15％
平成26年度：20％
平成27年度：30％
平成28年度：45％
平成29年度：60％
（平成29年度目標値は国が設定）

特定健診を受診
した結果、特定
保健指導判定値
基準に該当した
者

①対象者への利用勧奨通知を発送
②≪未利用者≫利用勧奨通知の発送（2回）
　≪利用者≫動機付け支援or積極的支援を開始（3
　　　　　　～6か月）
③保健指導利用者へのインセンティブ付与
【その他】
・未利用者を対象にアンケート実施（平成28年度）
・健診～保健指導開始までの期間短縮（利用券発送
　期間の短縮）
・区報、区のホームページへの事業内容掲載
　啓発、ポスター掲示

メタボリックシンドローム・
予備群
の減少率：平成20年度と比
較して、メタボリックシンド
ローム該当・
予備群割合が25％減少

(平成29年度時点で評価)

40～74歳
被保険者
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〇特定健診受診率が目標値に達していない

生活習慣改善が必要と判断された受診
者への保健指導

事業名 目的 概要
アウトプット アウトカム

実施内容対象者

①健診対象者へ健診受診券を発送（年1回）
②≪未受診者≫健診未受診者に受診勧奨通知を発送
　　　　　　（年1回）
　≪受診者≫千代田区指定医療機関にて特定健診受
　　　　　　診
【その他】
・区報、区のホームページへの事業内容掲載
　啓発、ポスター掲示
・町会などの会合へ区の担当職員が出向いての
　PR
・転入者への健診受診券の発送
・人間ドック利用補助を開始（人間ドック利用者で
　項目を満たす者は特定健診受診者として計上す
　る）

平成25年度：44％
平成26年度：48％
平成27年度：52％
平成28年度：56％
平成29年度：60％
（平成29年度目標値は国が設定）

平成25年度:40.1％
平成26年度:39.9％
平成27年度:40.4％
平成28年度:39.7％（2,569名）

平成29年度:　-　％

⇒健診受診率は目標値を達成でき
ていない

平成25年度：6.5％
平成26年度：7.5％
平成27年度：9.8％
平成28年度：16.9％（53名）

平成29年度：　-　％

⇒保健指導実施率は目標値を達成
できていない

（平成25～28年度までの実績で暫

定評価）

■メタボリックシンドローム基準

該当者割合

⇒ 目標（＝平成29年度時点でメ

タボ該当者割合10.7％以下）は達

成できていない

■メタボ予備群該当割合

⇒ 目標（＝平成29年度時点でメ

タボ予備群該当者割合8.5％以下）

は達成できていない
特定保健指導実施率

健診受診・保健指導実施率等の現状からの問題点

特定健診受診率、特定保健指導実施率の向上 健康状態不明者の減少・特定保健指導対象者の減少 被保険者の健康の確保・医療費の適正化

特定健康診査受診率

２.健診受診者中メタボ・メタボ予備群者の割合：メタボ予備群 該当者割合は上昇

特定健診受診率は、例年約４０％と横ばいで推移し、目標値を達成できていない。

千代田区国民健康保険の現状（特定健診・特定保健指導について）

特定健診受診率

１.特定健診受診状況：健診未受診者が多い ３．特定保健指導実施状況：保健指導未利用者が多い

特定保健指導実施率

特定健康診査受診率



Ⅲ　第三期特定健康診査等実施計画に含める改善点・変更点と目標値

アウトカム

　

3

事業名 目的 対象者 第ニ期での問題点

特
定
健
康
診
査

目標値（平成30～35年度）

アウトプット

　特定保健指導対象割合が
平成20年度と比較して

25％減少

（平成35年度時点）

改善案　≪平成30年度以降実施検討しているもの≫

 メタボリック
シンドロームの
減少及び改善

特定健診を受診し
た結果、特定保健
指導判定基準に該
当した者

特
定
保
健
指
導

健康状況の把握、
 疾病の予防と

　早期発見

40～74歳
被保険者

特定健診受診率が目標値
に達していない

・特に40～50歳代の
　健診受診率が低い
（40～50歳代の平均健
　診受診率：32％前
　後）

効果的な未受診者勧奨の工夫
・被保険者の特性に応じた受診勧奨
・経年未受診者への勧奨を強化（勧奨回数増加）
・退職に合わせた節目年齢など、ターゲットを絞った受診勧奨の強化
・生活習慣病等のリスクの大きさと特定健診の重要性を認識できるよう
　な勧奨通知デザインに変更する
・受診率が低い40～50歳代に対し、より効果的な受診勧奨方法へと改
　善する

普及啓発
・健診事業周知拡大のため、町会等の会議の場での事業案内をする
・医療機関、区施設等をはじめ、区内掲示板にポスター掲示することによ
　り周知する
・国民健康保険加入時に、窓口に設置の健診受診案内チラシを利用し、健
　診受診の必要性を説明する
・国民健康保険証を郵送する際に、健診受診案内チラシを同封する

その他
・特定健診項目を全て実施している人間ドック助成利用者も特定健診の
　受診者として計上する
・新たな健康づくり事業（区民の健康づくり活動に対してインセンティブ
　を付与する健康増進事業）の中で、健診受診をインセンティブの対象に
　する
・健康診査に関するアンケート調査を実施し、その結果を利用してより効
　果的な勧奨案内をする
・風ぐるま（地域福祉バス）に健診案内の車内広告をする
・関係部署の発送封筒に健診の案内広告を印刷する

特定保健指導実施率が目
標値に達していない

・保健指導を受けられ
　る医療機関が少ない
・土日に保健指導を実
　施している医療機関
　が少ない

実施方法
・医療機関以外の事業者を活用する等、特定保健指導の実施方法を見直
　し、効果的かつ効率的な保健指導方法に改善していく
 
普及啓発
・特定保健指導の周知度を高め、実施率をアップさせるためのキャンペー
    ン・イベントを実施する
・区報や区ホームぺージ等を用い、より分かりやすい広報に努める

効果的な利用勧奨の工夫
・特定保健指導未利用者へは引き続き利用勧奨を行う

その他
・保健指導実施者に対し付与しているインセンティブ（景品）制度は継続
   し、利用者のニーズに沿った景品へ適宜変更する
・保健指導未利用者にアンケート調査を実施し、その結果
   をより効果的なアプローチのために活用する

※アウトプット（最終年度のみ）とアウトカムは厚生労働省が設定した値である

特定保健指導実施率目標値

特定健康診査受診率目標値


